
第４９回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２０１２年１１月６日（火）１０：３０～１１：３０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館１階 １２３会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

         近藤委員長、秋庭委員、大庭委員、尾本委員 

        内閣府 

         中村参事官、仲参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）原子力人材の確保・育成に関する取組の推進について（案）の検討と意見募集につい

て 

 （２）その他 

 

  

５．配付資料 

 （１）原子力人材の確保・育成に関する取組の推進について（見解案） 

 （２）ご意見・ご質問コーナーに寄せられたご意見ご質問（期間：平成２４年１０月４日～

平成２４年１０月３１日） 

 （３）第４１回原子力委員会定例会議議事録 

 （４）第４２回原子力委員会定例会議議事録 

 

６．審議事項 

（近藤委員長）おはようございます。第４９回原子力委員会定例会議を開催させていただきま

す。 

  本日の議題は、１つが、原子力人材の確保・育成に関する取組の推進についての提言の案

をご検討いただくことと、それからそれの意見募集についてお決めいただくこと。それか

ら、２つ目が、その他です。よろしゅうございますか。 
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  それでは、最初の議題から、事務局、よろしくお願いします。 

（中村参事官）１番目の議題でございます。原子力人材の確保・育成に関する取組については、

１０月１６日の第４５回定例会議で有識者と、１０月３０日の第４７回定例会議で文部科

学省、経済産業省と意見交換を行いました。今回は、このような意見交換を踏まえまして、

委員会として策定しました案文をお手元に配布しております。本日はこの案について原子

力委員会でご検討いただくものでございます。 

  まずは事務局から案のご説明をいたします。 

（仲補佐）それでは、見解案の読み上げをさせていただきます。 

 

原子力人材の確保・育成に関する取組の推進について（見解案） 

 

  政府のエネルギー・環境会議が策定した革新的エネルギー・環境戦略は、できるだけ早期

に原子力発電に依存しない社会を実現することを目指すとの基本方針の下、原子力規制委

員会の安全確認を経た原子力発電所は重要電源として活用する一方、原子炉の寿命を４０

年に制限する基準を厳格に適用し、原子力発電所は新増設しないとの原則を定めている。 

  その上で、同戦略は、重要電源として活用する原子力の安全確保は至上命題であることか

ら、高度な技術と高い安全意識を持った人材が使命感を持って、その安全確保を支えてい

くことを確かにすることや、発生する使用済燃料の処理・処分を行う技術や施設の運転終

了後に必要な廃炉の技術を確立していくことは、原子力発電に依存しない社会の実現に向

けての必須の課題であるとしている。また、東電福島第一原子力発電所事故により避難を

強いられている福島の方々の一刻も早い自宅への帰還は、除染等に関する技術の高度化の

推進やこれを担う人材の育成を強化することによって促進されるとしている。加えて、原

子力の平和的利用や放射線影響に関する研究の推進、さらには原子力を利用したいとする

国において原子力発電所の利用や、廃炉・廃棄物処理等のバックエンドの取組が安全に行

われるよう支援するためにも、原子力人材の育成は不可欠としている。また、昨年の原子

力発電所の事故の経験と教訓を世界に共有することにより、世界の原子力安全向上に貢献

していくことは我が国の果たすべき責務であり、この責務を果たすという観点から、諸外

国が我が国の原子力技術を活用したいと希望する場合には、世界最高水準の安全性を有す

る技術を提供していくとしている。このためにも、我が国において原子力に関する人材育
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成は今後とも欠かすことはできない。 

  一方、２１世紀に入って、国際社会においては原子力先進国を中心に、原子力の研究、開

発及び利用を担ってきた技術者が大量に退職年齢に達するので、世代交代を円滑に行う観

点から人材育成を強化する必要性、原子力発電を開始しようとする新興国の人材育成を支

援する必要性、安全技術を新興国に提供していくための人材を確保する必要性が認識され、

人材確保・育成の取組が強化されてきた。このことは我が国においても例外ではない。 

  しかしながら、この革新的エネルギー・環境戦略の方針にのっとって原子力発電の取組が

進められると、我が国の原子力発電規模は次第に減少していくことから、過去に原子力発

電規模を縮小した国に起きた事例に基づけば、たとえ原子力発電を重要電源として活用し

ていくとしても、対策を講じなければ原子力分野の教育を受けようとする若い人が減少し

ていくことが予想される。よって、同戦略が人材育成の強化策を国の責務として、年末ま

でに策定するとしたことは適切である。 

  そこで原子力委員会は、２０１２年１０月の定例会議において、原子力人材の確保・育成

に向けた取組に関係の深い有識者等を交えて、これまでの取組について意見交換を行い、

これらを踏まえて、今後の取組に対して見出された重要と思われる点を、以下に提言とし

て取りまとめた。委員会は、関係者が今後これらの諸点に留意して所要の取組を着実に推

進することを期待する。 

 

  （１）原子力人材需要ギャップの予測分析の取組 

  原子力分野に限らず、人材の育成は、育成自体はもとより、育成のためのシステム整備に

も時間を要する。革新的エネルギー・環境戦略が策定された現在、同戦略に基づいて今後

の人材需要を見通し、これに見合うように人材供給規模を調整し、育成の在り方を見直す

ことが喫緊の課題である。 

  まず、関係行政機関や原子力産業界等の人材需要側には、同戦略の方針を踏まえた業務計

画に基づいて、いつ頃、どのような分野の人材がどの程度必要かを明らかにすることが求

められる。その際には、今後の関係行政機関における行政活動や原子力産業界における発

電やそれに続く廃止措置、機器製造、燃料サイクルサービス提供活動に係る需要はもちろ

んのこと、東電福島第一原子力発電所の廃止に向けた中長期措置やオフサイトの除染活動

に係る需要、さらには技術士や原子炉主任技術者等の公的資格の所有者の需要も考慮され

るべきである。 
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  一方、社会人教育を行う国の研究機関、大学、高等専門学校（以下、大学等）などの教育

機関は、需要側が要求する人材をいつ頃、どの程度提供可能かを明らかにして、需要予測

から将来における人材需給ギャップの規模を予測し、この予測を踏まえてそれぞれの今後

の人材育成方策を立案し、国や原子力産業界等の協力を得て実現していくことが期待され

る。 

  この需給ギャップ予測作業は、特定分野については関連学協会等においてなされることも

あったが、現在の状況においては、原子力人材育成ネットワークが関係者の協力を得て行

なうべきである。 

 

  （２）教育機関における原子力教育の取組 

  大学等の原子力教育プログラムは、それぞれが特徴ある教育理念を掲げて、求められる人

材需要の動向を見定めつつ設計され、改良が加えられていくことが望まれる。教育関係者

は、原子力人材を必要とする機関と協議し、標準的な原子力教育プログラムの在り方や、

今後は原子力安全、核セキュリティ、廃炉、廃棄物管理といった分野において人材ニーズ

が増加すると予想されることを踏まえて、どのようなプログラムを新しく用意すべきか等

の検討を不断に行なって来ていると理解するが、今後、前項（１）の需給ギャップ分析の

結果を踏まえて、そうした検討を急ぐことが期待される。 

  その際には、今回の事故では、原子力施設に要請される頻度の十分低い巨大な自然災害へ

の備えの不足、過酷事故の発生防止や事故影響緩和対策の頑健性の不足、自然災害と同時

に発生する緊急事態への対応能力の不備が深刻な事態をもたらしたこと、また、事故の進

展過程が報じられる状況において、原子力教育機関及びそこに学ぶ専門家を志す者による、

社会に対する客観的な情報の発信力が弱かったことが指摘されているので、こうした反省

を教育プログラムに反映することが望まれる。 

  一般に、工学は科学の知見に基づき、多方面の工学技術を組み合わせて安全性やその他の

制約条件を十分に踏まえて社会のニーズに応えるシステムを産み出すが、このシステムは

政治、経済、社会、環境等の分野で人々の生活に対して様々な影響を与える。原子力シス

テムはこうした影響が特に強く多様であるから、原子力の研究、開発及び利用に携わる者

には、前述のようなまれな事象も考慮に入れてシステムの実現や運用に取り組む能力や、

社会への多様な影響に関する情報発信力が求められる。 

  したがって、原子力工学教育に携わる教育機関には、教育プログラムをこうした観点から
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点検するとともに、学部後期における教養教育を重視する取組や、社会的な影響の認識を

踏まえた、例えば原子力社会学コースと言った教育プログラムを併設して、基礎学力の確

かな研鑽に基づく社会への説明能力を重視する知的環境を整備し、そうした説明を求めら

れる原子力関係機関においてインターンシップを経験させることを強化するなどして、教

育内容を充実していくことが期待される。 

  また、日本の工学教育機関へは周辺諸国からの留学生が増加してきている一方、既に原子

力産業はグローバル化しており、原子力に関する産業、事業、規制、研究、開発のいずれ

の分野でも世界の動向や優れた慣行を知らずに価値ある業務を行うことはできない。した

がって、教育機関は教育課程に英語による講義や世界で活躍する技術者による実務演習を

含めるなど、グローバル化に対応する能力を学生に付与する取組を、今後一層強化するこ

とが求められることに留意することが期待される。 

 

  （３）教育機関における原子力学習機会の整備への取組 

  原子力分野では、原子力工学を専門的に学習してきた者ばかりではなく、機械、電気・電

子、化学等を学習してきた者も多く活躍している。このことを踏まえると、教育機関にお

いては原子力工学コースのみならず、例えば原子力工学と材料学、原子力工学と機械工学、

原子力工学と化学工学といった複合学士号を付与するコースや原子力工学以外のコースに

おいて、一部の講義・演習を原子力工学のカリキュラムで置き換えるコースを学生に提供

する取組が検討されてよい。また、高等専門学校においては、希望する学生に対して原子

力発電、原子力エネルギーの講義や関連施設見学、実習等を提供する取組が大切になる。

教育機関を含む原子力関係機関が、多くの学生に対して原子力分野に接する機会を提供す

ることや、インターンシップ制度を提供することの重要性を認識して、こうした取組の実

現に積極的に協力することが期待される。 

  一方、原子力モラトリアム政策を経験した欧州の大学等の教育機関では、原子力分野の教

育を受けることを希望する学生数が大幅に減少するとともに、原子力分野の研究費の減少

による教育資源の減少が生じ、実習施設や実験設備も不足するに至って、国際認定基準を

満足する原子力工学教育コースを一つの大学で維持することが困難になったために、研究

機関や他の大学と連携してこれを維持しているところがある。 

  我が国において近い将来、このような事態が発生するかどうかは不明であるが、既に大学

間の単位互換制度やインターネットを用いた教育資源の利用など、国内外を横断した教育
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ネットワークの構築が検討され、一部は実現している。そこで、教育機関は、原子力界と

して標準的な原子力工学コースを最小限維持するために、各大学等の有する教育資源を活

用することが提起される場合に備えて、各大学等の自主的な判断の下、このような取組の

実現可能性を検討しておくことが期待される。 

 

  （４）放射線教育の整備 

  今般の事故により、工学以外の分野、特に医学の分野でも放射線に関する基礎的な教育が

手薄になっていることが明らかになった。放射線医学総合研究所は事故以前からこの状況

を改善するために、関係機関に対して放射線医学、放射線科学領域の教育を充実させるこ

とを要望するとともに、大学における医学教育「モデル・コア・カリキュラム」の改定を

支援してきていた。今後は関係者が協力して、この活用を広げるとともに、医療系学部に

おける放射線に係る教育の強化も図ることが期待される。 

  また、こうした教育の拠点となる放射線影響研究に関連する講座数の減少が進んでいるこ

とに対しては、学界としての教育研究拠点確保の取組が基本である。同様の状況を経験し

た欧州においては、 Gray Cancer Institute が幹事になって「 European Master of 

Science in Radiation Biology」を開設していることも参考に、関係者の間で、関連の研

究・教育資源の効果的活用の観点から、人材育成ネットワークを形成することも含めて、

如何に教育拠点の確保に取り組むべきかについてコンセンサスを形成することが望ましい。 

  関連して医学物理学士や事業所における放射線安全管理者がキャリアアップできるシステ

ムを整備して、これらの人材を確保できるようにしていくことも重要である。 

 

  （５）社会人教育機能の整備 

  原子力関係学科以外を卒業して原子力産業で働くに際しては、原子力安全や核セキュリテ

ィに関する知識を十分に与えられる必要がある。これは社内教育によって行なわれてきて

いるが、大学等のプログラムがそのために利用されることもある。関係行政機関において

もこうした教育が行なわれている。 

  今後の原子力産業界においては、海外の事業者において普及してきている、原子力発電所

の運転チームの一員として安全技術者を配置するシフト安全技術者制度の導入や運転員の

資質への高い要求等に対応するために、現場で活躍している人々に対してこれらに関する

世界の最新知見等を提供するのみならず、人材育成機能の質と規模の一層の充実が必要に
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なることも予想される。 

  原子力産業の事業動向によっては、実際の「生きた仕事」を通じた人材の育成、維持及び

技術者のステップアップのための体系的な原子力教育を、各事業者が個別に用意すること

は困難になることが見込まれ、欧州におけるスキルアカデミーのような仕組みを共同して

実現することが必要になる可能性がある。その場合、この仕組みは産業界が教育機関と連

携して取り組んで実現を図るべきものであるが、その公益性にかんがみ、これに協力する

教育機関の体制作りを国が支援することも検討されてよい。 

 

  （６）原子力安全や核セキュリティに関する人材の育成 

  国際的には、規制に係る人材育成は、原子力産業において業務経験を有する社会人を採用

し、業務に適した教育プログラムや訓練コースを受講させる取組が効果的であるとされて

いる。欧州では、規制行政機関の科学技術活動を支援する組織（ Technical Support 

Organization;ＴＳＯ）がこの種の人材育成も業務とし、国際的に連携してそのための取

組を行なっている。 

  我が国においても、事故の教訓を踏まえ、原子力の安全規制に携わる人材の高度化を図る

ため、規制行政機関の人材育成を目的とする国際原子力安全研修院（仮称）を設立するこ

とが検討されている。原子力関係機関がこの取組に協力することを期待する。 

 

  （７）原子力分野の業務に従事することのインセンティブ強化の取組 

  原子力分野はこれまで、原子力発電がエネルギーセキュリティの確保や地球温暖化防止対

策として有力な発電方式であったことや、増殖炉や核融合炉との将来技術が研究開発対象

になっていることから、学生、若手研究者、技術者を引きつけてきた。 

  しかしながら、国内において原子力発電の新増設がないとされる今後においては、これま

でと同様に原子力分野に人を引きつけることは難しい。そこで、既に原子力発電の新設が

なくなる事態を経験した欧州・米国での様々な試みからも学びつつ、原子力関係機関がこ

の分野で活躍することに対するインセンティブを高める方策を考える必要がある。例えば、

この分野が優れて国際性を有すること、この分野で働くことは多様な分野で働くための能

力の涵養につながることを説明すること、英国の「nucleargraduates」を参考として、複

数の原子力関係機関の現場において実際に仕事を経験させて、その能力の涵養につながる

ことを実感させる仕組を導入すること、人材需要があることを伝えるために、奨学金、留
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学制度、研修制度を充実すること、そして、教育体制の充実の観点から大学等の研究施設

を充実すること、等の取組を検討すべきである。また、優れた若手人材が原子力分野に関

心を持つような、魅力的かつ挑戦的な課題に立ち向かう研究開発プロジェクトの推進につ

いても検討するべきである。 

  こうした取組はまず原子力産業界や教育機関自らの努力によって着手、推進されることが

重要であるが、国は重要な電源として原子力発電を活用するとの方針や我が国の安全性の

高い技術を国際社会に提供していくとの方針を踏まえて、公益にかなう範囲でこうした取

組を支援すべきである。 

 

  （８）放射線リスクに関する教育 

  福島県を中心に、五感で感じることのできない放射線に対して大きな不安を抱えて生活し

ている人々が多数存在することを深刻に受け止めるべきである。政府は、「原子力被災者

等の健康不安対策に関するアクションプラン」をとりまとめ、放射線に対して不安を抱く

人々に寄り添い、日常生活における様々な問題、疑問を一緒に考えていく取組を推進して

いるが、このためには適切な人材の確保が必須である。こうした取組を行う人々に最も必

要なのは、放射線リスクに関する深い知見を有することである。この知見を産み出し、こ

うした取組を行う人々に知見を伝える専門家の教育システムについては既に前項（４）で

提言したが、そうして育成された専門家により、心理学等を専門とする者に原子力、放射

線の知見をつけてもらう方法、原子力や放射線を専門とする者に心理学等の知見をつけて

もらう方法の両方を進め、様々な局面で相手に応じた適切な対応が出来る人材を育成する

取組を推進することも大切である。これらの取組の実施に当たっては、日本原子力研究開

発機構や放射線医学総合研究所等の関係機関の有する人材育成機能の連携、強化等を進め

るべきである。 

  なお、こうした人材は各自治体において防災計画を整備し、訓練を実施する際においても

重要な任務を担うことになるので、こうした任務を想定した教育カリキュラムも組まれる

べきである。 

 

  （９）国内の原子力発電所の運転維持のための人材の確保 

  既存の原子力発電所を安全に運転していくためには、原子力発電所を保有する電気事業者、

メンテナンス施工業者、燃料供給業者、原子力発電プラントメーカー等において、発電所
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の運転に必要な資機材の提供や保守・補修業務を担う人材が維持される必要がある。しか

しながら、短期的には、この電気事業者は停止中のプラントの再稼働スケジュールが予測

できないことから、メンテナンス施工業者に保守・補修業務の計画を提示できないため、

熟練した技能者が離散していく可能性がある。数十基のプラントが停止しているのである

から、当面仕事の当てがないメンテナンス施工業者が全国各地で多数にのぼる現実を踏ま

えて、国、原子力関係機関の関係者は協力して、対応策を早急に取るべきである。 

  一方、中長期的には、原子力発電及びこの関連業務の将来性への不安により、従事するこ

とを希望する新規の人材を確保することが困難になる可能性があるので、原子力産業界は

中長期にわたる業務計画を策定し、その計画達成に必要な量と質の人材を確保するための

取組の在り方を、前項（５）に述べた仕組みを整備することや教育機関に協力を求めるこ

とも含めて検討し、実施していくべきである。 

 

  （１０）原子力の国際展開に向けた人材育成の取組 

  我が国の原子力研究機関や原子力発電機器メーカーは、東電福島第一原子力発電所の事故

の知見を踏まえた海外の既存原子力発電所の安全性向上への貢献や、世界的な原子力発電

所の導入計画への貢献等、海外における事業に積極的に取り組むことが重要となる。原子

力発電所の導入を支援するには、諸外国の取組を踏まえると、規制、建設、運転に関する

知識の提供のみならず、そこに携わる人材の育成を含む総合的な取組が必要である。その

ため、関係者は、国内における規制、建設、運転、教育を行う人材育成システムを如何に

活用してこの需要に対応するべきかを検討し、必要な措置を講じるべきである。このため

にはそれぞれの分野の業務に携わる人材が、備えるべき知識を体系化して見える化するこ

とにより、個人個人の育成計画に活用できる仕組みを整備することが検討されるべきであ

る。これにより個人の有する知識・経験の内容によって従事できる分野が国際標準に照ら

して明らかになり、効果的な人材育成を可能にするとともに、人材の国際的な移転を容易

にする。 

  なお、こうした取組を企画推進するためには、国が二国間協定の締結やファイナンスの仕

組み等を整備し、原子力産業界が海外において活動できる環境を整えることが前提である。 

 

  （１１）エネルギー・環境問題の教育に関する取組 

  エネルギーの安定供給の確保は、国民の生活に直結する重要な問題であり、原子力発電の
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存在の有無に限らず、国民は我が国のエネルギー供給がどのようにあるべきかを、日頃か

ら考えていることが望ましい。また、エネルギー問題は環境問題と表裏一体であり、エネ

ルギーと環境の関係についても理解されていることが必要である。学校教育においても、

世界のエネルギー・環境問題と我が国の状況、エネルギーの有効利用、持続可能な社会形

成の重要性等についての教育が充実されるよう、支援を行っていくことが重要である。 

 

  （１２）東電福島第一原子力発電所の中長期措置に係る人材育成の取組 

  中長期措置とそのための研究開発の推進に当たって、短期的には、現場のニーズに応じた

人員が確保できるよう、関係機関が連携・協力すべきである。しかし、３０年以上に及ぶ

取組の中で技術者の世代交代は必然であるから、国及び東京電力（株）は、中長期な人材

確保・育成に関するニーズを明らかにし、日本原子力研究開発機構のこれまでの経験や既

存施設を活用しつつ、ポテンシャルを有する大学等を拠点として、福島第一原子力発電所

の廃止措置に向けて中長期的に必要となる技術の基盤研究や人材育成の取組を推進するな

ど、教育機関や研究機関と連携し、そのニーズを満たすための取組を推進すべきである。

遠隔操作で燃料あるいは燃料デブリを取り扱うような高度の熟練が必要とされる作業に関

しては、技術継承が確実に行われるようにすることが重要であるから、研究開発・技術開

発の拠点となる試験施設と併せて、こうした作業に関する教育機関を現場周辺に整備すべ

きである。なお、長期にわたるプロジェクトにおいては技術継承と技術者の参画意欲の確

保が重要であるから、若い技術者が教育機会を求めて集まるよう、この取組においては、

魅力的な教育内容を整備することも必須である。 

 

  以上です。 

（近藤委員長）どうもありがとうございました。 

  いろいろと関係者のご意見を伺った上で先生方と議論したところをまとめたものですが、

これを見解とすることについて先生方からご意見をお願いします。 

  秋庭委員。 

（秋庭委員）だんだん整理されて、これできちんと言うべきことは言っていると思いますが、

少し３つだけコメントをさせていただきたいと思います。 

  １つ目は、６ページの放射線リスクに対する教育の点です。これについては原子力被災者

等の健康不安対策に関するアクションプランからこのように専門的な知見を有する人材を
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育成し、一般の人たちにもそういう高い資質の人たちがご説明するということは大変重要

だと思っています。これが一刻も早く進められるべきと思っています。一方で、この東京

電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県以外の地域でも放射線に関して不安を感

じている人たちが増えています。そういう人たちにとってはなかなか専門的な方と接する

ことは少ないので、専門的な見地を持っている方はもちろん重要なのですが、そのほかに

なるべく国民の身近な存在でわかりやすく放射線について説明するような人材も必要では

ないかと思っています。 

  今回の事故で国民の中に放射線に対する基礎知識がない、つまり土台がないということが

不安が大きくなった原因の１つだと思っております。今後、教育の中に取り入れるとその

土台はできてくると思いますが、現在も食品に対してや体の影響、子どもたちの影響につ

いて不安を持つ人々に対してもっと近いところで説明する人材を養成する必要があるので

はないかと思っています。 

  ２つ目は、その次の国内の原子力発電所の運転維持のための人材確保のところです。確か

に今原子力発電所は大飯の２基以外は動いていないので、そこでここに書かれていますよ

うに、各地で保守業務を行う人材を維持していかねばならないという問題があります。し

かし一方では、福島第一原子力発電所では被ばく管理の問題から人材を確保することが難

しくなっていくというような現状があります。そこで、全国各地の立地地域でそういう技

能者の方たちがその地域にとどまっているだけではなく、例えば福島第一原子力発電所に

応援に行くことによって自分たちの技術をしっかりと身に付けて保持していくということ

が考えられてもいいのではないかと思いました。 

  ３番目は、８ページのエネルギー・環境問題の教育に関する取組のところです。先ほど国

民全般の放射線教育という土台をつくることも重要だと申し上げましたが、もう１つ、エ

ネルギー・環境問題もまた、学校教育の中に取り入れて、そして国民が考えるときの土台

とするということは大変重要なことだと思っています。このことは３．１１前から取り入

れるようにしていますが、なかなかそうは言っていても浸透していかない現状があります。

１つには、やはり学校の先生方がこのことについてどのようなスタンスで子どもたちに教

えたらいいのかということがなかなか定まらないという問題があります。また、このこと

に関して文科省では副読本をつくったりしておりますが、３．１１以降、なかなかエネル

ギー問題について取り組むということは難しい状況なので、これはここにも書いてありま

すように、支援をしっかりとやっていくことが重要だと思っています。 
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  そして、特に環境問題とエネルギー問題というのを別個に考えがちで、環境問題はいいけ

れども、エネルギー問題は嫌だというようなことを言われるような方もいます。これはも

ちろん一体となった問題なので、エネルギー・環境問題についてもしっかりと考えるため

の土台づくりとして、今後もいろいろな形でプログラムを例えば教員セミナーを多くする

など、様々な観点から考える必要があると思っています。 

  以上、３点お話しさせていただきました。 

（近藤委員長）ちょっと頭の整理をするために、続けてまいりましょう。 

（大庭委員）この文章は基本的にこれでよいのではないかと思っております。革新的エネルギ

ー・環境戦略において早期に原子力発電に依存しない社会を実現すると明言している中で

原子力人材の確保・育成をなぜしなければいけないのか、ということについて、この前文

に手厚く書かれています。これは、見解文の非常に重要なポイントであろうと思っていま

す。 

  その他の細かい点につきましては、基本的には秋庭委員と私は同じところがとても気にな

りました。特に８ページのエネルギー・環境問題の教育に関する取組ですけれども、これ

はたまたま先日、自分の大学教員としての業務の一環で、高校の「政治経済」の教科書に

目を通す機会があってそれを見ましたら、どこの教科書にもだいたいエネルギー問題につ

いての記述がありました。しかしながら、教科書に記載があっても、現場の高校の先生方

がどこまでそれを取り上げてくださるのかということが気になります。十二分にこのトピ

ックで取り上げていただくためにどうしたらいいのかということについての具体策は、先

ほどの秋庭委員もおっしゃっていた教員セミナーを開くとかいろいろあると思うんですけ

れども、そもそも教員セミナーに来ていただかなければいけません。そのために、具体的

にどうしたらいいのかという点についてはさらに検討しなければいけないのだろうと思っ

ています。 

  それから、ちょっと実は疑問点が１つありまして、同じ８ページのちょうど項目としては

（１０）なので、ですから８ページはその２枚目になるのですけれども、下から３行目の

人材の国際的な移転を容易にするという、この記述なのですが。見ていますと、人材の国

際的な移転というと、日本で国際標準に基づいて評価され、キャリアを構築できるような、

グローバルに通用する人材を育成するという意味だと思います。するとそれは、すなわち、

その技術者が日本の企業以外のどんなところに行っても構わないということを意味してい

ると私には見えるんですね。それは１つの見識だとは思うんですけれども、国の方針とし
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てそれでいいのでしょうか。ここで本当に言いたいポイントは、日本の企業及び日本の教

育システムの中で原子力人材を育成するとしても、それが日本の国内だけで通用するので

はなくて、国際的な基準に照らしてもそれが十分な人材になるべきであるというようなこ

とを言いたいのではないかと思うのです。人材の国際的な移転を容易にするという文章が

どうも、本当に込めようとしていた思いと異なるのではないかという印象を持ちました。

この点について、ちょっと確認させていただきます。 

  以上です。 

（近藤委員長）わかりました。 

（大庭委員）日本の人材育成なので、移転するということはあちこちに、それはそれで非常に

優れた人材育成を行ったということになるのですけれども、日本としての人材確保・育成

に関する取組の推進の目的にかなっているのかどうかという点については表現を。 

（近藤委員長）どうぞ、尾本委員。 

（尾本委員）４つほどありますが。まず、３ページの３つ目のパラグラフで、「工学は科学の

知見に基づき」云々というところなのですが。ここで何が求められるかというところで、

もうちょっと補足したほうがいいと思うのは、異なる専門分野の総合的な知見に立った判

断をするということが書かれてもいいかと。それをどこに入れるかというと、終わりから

３行目の、「前述のようなまれな事象も考慮に入れて」の前あたりかと思うんです。とい

うのは、やはり福島事故を見ますと、１つの反省として、理学における不確かさあるいは

前提としていること、こういったものが工学側にうまく伝わっていなかった。つまり、理

学と工学の間の橋渡しという点において問題があったわけで。実際に原子力の利用に携わ

る者においてはそういう理学、工学、さらには社会的な側面も含めて総合的な判断が求め

られるところ、これができる能力が求められることを追加していいのではないかというの

が１点。 

  それから、２つ目は５ページの（５）の社会人教育機能というところで、シフト安全技術

者制度の導入や運転員の資質への高い要求というところですが。これはこの文章でいいと

思っています。ただ、言わんとするところがわかりにくいかと思いました。運転員の資質

への高い要求というもので具体的に言わんとしているところは、いわゆるデイグリードオ

ペレーション、学士以上の資格を持った人による運転というのが中国でもロシアでも行わ

れているわけですし、アメリカでも一部の電力ではそうなっています。今すぐにそうする

ことは容易ではないし時間がかかることだと思うんですが、これも含めて考慮すべきとい
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うことがこの中に意図として含まれています。別に明らかに書くべきということを言って

いるわけではありません。 

  それから、６ページのところですが、７番のインセンティブ強化、これは確か私の提出し

たドラフトではそういうことを少し書いたと思うんですが。インセンティブを高める方策

のところで国際性だとか奨学金だとか留学だとか、いわばフリンジ・ベネフィットみたい

なものをもってインセンティブを高めようと書かれています。それはそうかもしれないけ

れども、もともと何のためにこういう分野で働くかという、そのやりがいというか意義と

いうものがないとそういう分野で働こうということにならないわけです。それは結局どこ

にいくかというと、この一番最初の３行に書いてある意義で引きつけてきた。だから、そ

れを抜きにしてインセンティブを高める方策というのは、何か少しおかしいんじゃないか

と思います。ここについては文章を以前用意したと思うんですが、それをもう一度考えて

もいいんじゃないかというのが３点目です。 

  それから、４点目は、７ページ目の（９）のところですが、これもたしか以前のドラフト

にあったかと思うんですが、欧州のパスポートシステムを参考にして、熟練した技能者が

持っているスキルを明確にすることも考えていく必要があるのではないか。これは市場横

断的に働けるように、それから体系的な教育という５番目の項目に書いてあるところとも

リンクいたしますけれども、スキルを明確にした人が働いている、そういう格好にしてい

く必要があるのではないかと思います。 

  以上、ものによっては必ずしも文章を変えるべきということを言っているわけではないの

ですが、コメントです。 

（近藤委員長）わかりました。 

  順番からいきますと、３ページの「一般に、工学は」云々のところ、尾本委員のおっしゃ

るところは大事なことなのですが、そういう表現を使ってないんですね。前述のようなま

れな事象も考慮に入れてというところは、考慮に入れるといったって確かにそれが、ちょ

っと理学という言葉は使いにくくて科学にしたんですけれども、工学も科学で、理学も科

学なので何だとなって。今おっしゃられた意味で、確かに今の地震をめぐる問題について

も様々な局面で考え方の違いがあるのは非常に明確なわけで、それを認識した上でお互い

の知見をその都度コミュニケートしてシステム設計に活用していくという、そういう訓練

というのが必要だということは明らかなので。ここは例示としてまれな事象も考慮に入れ

るとなると、そのまれな事象を考慮に入れたときにそういう問題が当然発生するので理解
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しているつもりだけれども、おっしゃるようにこの部分ほとんど皆さんそういう言葉を今

使いだしているということに対応していないので、何か工夫をして入れますか。 

  異なる学問分野のものの考え方というものを理解した上で、その知見を活用すると、その

ような表現をわかるようにきちんと書きましょうか、ここは。 

  それから、（５）の「運転員の資質への高い要求等に対する」、これは学士を意味してい

るところ、我が国の場合には、学士でない方もたくさんいらっしゃるという現実をどう整

合させるかという問題、これは大変難しくて、そういう制度だから制度で割り切れば済む

という話もあるんだけれども、現実にはそれでワークしないわけで。ある種の資格認定を

用意して同等性を担保していくということしかないんだろうと思いますけれども。実際そ

ういうことは社会で多く行われているので、そういうことも踏まえて人材育成機能の質と

規模の一層の充実ということをインプライしたつもりですけれどもね。 

（尾本委員）ええ、これは別に文章を変えたほうがいいということを言っているわけじゃない

です。 

（近藤委員長）そういうルールをつくって、その制度に関して移行措置を用意し、かつそれを

担保するためのシステムを用意せよと、そうすれば明確になることはなるんです。その制

度が用意されるかどうかはまだわからない状況だから、もしそうするときがあればそうし

なければならないということをあらかじめ言うという言い方もあるかもしれませんし、こ

の程度でここは今回はとどめておくこともある。ここはちょっと。ただ、言わんとしてい

ることが正しく理解されるということが大切なので、ちょっともう一度見直してみましょ

うね。 

  それから、（７）のところは、ここは実は尾本委員のおっしゃったところをそのまま書い

た、ちょっとニュアンスは違うかもしれませんけれども、２つに分けて、インセンティブ

という言葉を考える、高める方策を考える必要があるといって、まず最初に言っているこ

とは、この分野が優れた国際性を有するということ。それから、確かにここに原子力の特

徴も含めて書くべきかもしれませんけれども、それはちょっと抜けているんだけれども、

つまり、国際社会ではそういう意味でそういう評価でもって原子力は使われているという

ことで既に国際性を持つという表現でまとめてしまったんですけれどもね。そういう上に

書いてあるような意味を、ことからとか、そういうのをつけ加えることはあるかもしれま

せんね。 

  したがって、この奨学金、留学生制度というのをここは明確にして、そういう実態需要が
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あることを伝えるために、これはまさに素晴らしくメッセージ、需要に関するメッセージ

を出す、それは出すとなれば需要を満たす必要があるからで、したがってそのためにはし

かるべき方策を用意して、こういう需要がありますよということを言って、教育を受ける

ことを希望するからそれを増やすということは、これはこれで別の観点で必要な手段とい

うことで書いてあります。それを書き分けたということですよね。 

  少し別の観点で、例えばというのを並べて書いてあるから、それが同じように見えるとい

うところに問題があるのかもしれません。書き分けてみる、そういう工夫をしてみます。 

  それから、（８）の秋庭委員からおっしゃられたことなのですが、ここは一応福島県を中

心にと書いてしまって、それ全国区だということを心の思いとしては書いたつもりなんだ

けれども、とてもそう読めないと言われればそのとおりだなと反省をしていますが。やは

りそのことがちゃんとわかるように書きますか。 

（秋庭委員）はい。 

（近藤委員長）それから、もう１つは、これは大学等できちんとした教育を受ける、そういう

専門家を養成するとなれば最も大事なことは、この放射線リスクに対する深い知見を有す

るわけで、ただリスクコミュニケーションのテクニックの世界ではないというそういう思

いを持っていまして、そこのところが一番大事だということを書いて、したがってそのた

めの専門家を何とかしなきゃと、研究教育してくださいよということを前に言った上で、

そうした者が今度は多くの方に説明するということを教育するという仕組みをちゃんと整

備しましょうねということを申し上げているわけです。 

  これはＪＡＥＡと放医研のことについていったんですけれども、ただ秋庭委員としては、

教育ということから言えば、学校教育の話が完全に抜けていることは確かですね。ここは

後ろのエネルギー問題だけが教育と書いてしまったんだけれども、ここに学校教育におけ

る放射線。既に実は例のアクションプランの中にも書いてあるんですけれどもね。学校教

育の場における放射線教育ということについても一言メンションするようにしましょうか。 

（秋庭委員）確かに学習指導要領の中に既に入っているのですが、まだまだこれを支援してい

かないとなかなか現場の先生方も今でもどのように放射線のことを教えたらいいのかとい

うことも戸惑っている方が多いので、引き続き学校教育の中の支援ということも大事だと

思います。 

（近藤委員長）はい。ちょっと１行、学校教育という言葉をここに入れることにしましょう。 

（秋庭委員）はい。 
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（近藤委員長）それから、９番のところで、ここは秋庭委員がおっしゃったところ、１２番と

の関係、そういうことですね。福島の現場における人材の問題ですね。 

（秋庭委員）はい。 

（近藤委員長）そのことについては１２番で、冒頭ですね、当面の問題については関係機関が

連携・協力すべきであると出してしまったところですけれども。関心が高まっている割に

はさらっと１行で片づけてしまっているというところでいいかということですね。 

（秋庭委員）私もあの番組を見て大変深刻な問題だなと受け取っているんですが、一方ではほ

かの地域のところでも人材を今度は保持しなければいけないという問題があるので、それ

をどうやって…… 

（近藤委員長）それをここに書いてあるわけですね。それが一番大事と書いたのですけれども、

それと１２番を関係づけてはここでは書いてないので、それを関係づけて書くかというこ

とですね。１２番は実は先週お諮りした中長期の紙にある文章そのものです。ここは、あ

れも人材に関係するところをここにもちょっと書いてみたというところがあるんですが。

その問題もうちょっと強調すると。どっちに書きますかね。１２番のほうをもう少し。た

だ、こっちじゃ苦労していてこっちじゃ足りないから何とかせえという言い方は余りした

くないんですけれどもね。 

（秋庭委員）そう簡単な問題ではないとは思うんですけれども、ちょっと不思議に思ったもの

で、そのように申し上げました。 

（近藤委員長）１２番のところにそういうような困難を抱えつつの人材確保の問題があるとい

う認識をしてこれを書いていくことがわかるように、ここを少し膨らませる、強調します

かね。確かにそうなので。 

  それでは、そういう方向でちょっと書き換えてみます。 

  それから、１０番のパスポートの問題ですね。ちょっとほかでも海外のシステムをそのま

まメンションする格好で書いていたのでここでも書いてもいいように思えたけれども、そ

のスキームパスのところは１回書いてみて、多分そのバージョンもお渡ししたと思うんで

すけれども、調べてみればみるほどなかなか日本のシステムであるかどうかという、個人

情報をあれだけ管理するシステムというのはなかなか日本では難しいのかなと思って、精

神論だけ書いてみたんですが。皆さんが持っている、個々の方が受けた教育訓練の歴史を

リストに全部１枚のＩＣカードに放り込んであるわけです、いろいろなシステムですから

ね。そういうシステムは日本で機能するかなということは心配に思っているんですが、そ
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れを言及しないで、個人個人のシステムとして要求される知識の体系だけを用意しておい

て、個人個人はいわばインタビュー等を通じて個人の教育訓練の成果を把握して、個人の

育成計画を策定する。個人の育成計画に活用する仕組みと、そういう表現にして。個人情

報を管理するということにしないような表現に仕組みを勝手に書き換えたんです、実は。 

  パスポートというのは、尾本委員がおっしゃるのは、それだけのことを日本としてやるべ

きだということになるんですね。そこをどうするか。 

（尾本委員）私は１０番というよりも９番のところですね、熟練した技能者について議論して

いる中で、市場横断的に働けるように、またそのスキルを明確にする。いずれそういうこ

とが個人情報の扱いの難しさはあるにしても、いずれそういうことをやっていかないとい

けないのではないかと思っています。それをここで、そうすべきであるということを強い

表現で書くべきと言っているわけでは全然ないのですが、そういうことも参考にして検討

していいのではないかなと。 

（近藤委員長）そのことでしたら、今既にたしか福井とか福島でやっている例もありますよね。 

（尾本委員）福井。 

（近藤委員長）福井でしたかね。スキルのいわば標準化ということで、ほかでも使えるように

とやっています、それはそれであるんですね。だから、そのコンテクストは、ちょっとこ

こ９番は割と、それは既にあるものだから書かなかったんだけれども、中長期のところの

いわば前提条件としてそういうものをもっと充実していくとか、そんな書き方で、現在あ

るものの充実をうたいますかね。そういうシステムがあるけれども、そういうものをうま

く使ってとか何か書きますかね。 

（尾本委員）ええ、それでいいかと。 

（近藤委員長）１０番のほうはもうちょっとコンプリヘンシブなものとして考えていたもので

すから、それなりに判断してしまったんだけれども。ここでもそういう先行事例はあるも

ののと、あることはメンションしても悪くはないですね。しかし、１行じゃ済まないかも

しれない。どっちかでそれは明言しますか。 

（尾本委員）はい。 

（近藤委員長）確かに我々も政策評価をやったときにそのことの重要性を指摘して、そういう

ことをやっていただいて取り組んでいただいていると思いますので、これについては１０

番のほうで言及するということにいたしましょう。 

  それから、１１番のエネルギー・環境教育のところで秋庭さんの指摘するように、最後の
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締めのところ、エネルギーの有効利用になっているんで、世界のエネルギー・環境問題と

我が国の状況と、関係がちょっと中途半端になっているので、その関係を最後に並列して

書くようにちょっと工夫をしてみましょうかね。 

  それから、もう１つは、既にこれまでやっているだけの現在困難な状況にあるという問題

意識があって、しかしそれは重要だと、困難性の指摘はしますか。今の大庭委員の教員を

どうするかという問題も確かにあるかと。 

（秋庭委員）ちょっとよろしいですか。３．１１前に実は、これは経済産業省の事業でしたが、

全国の大学をブロックに分けて、拠点大学というのをつくり、そしてその周りにエネルギ

ー学習の実践校などをつくって、大学と地域の小学校、中学校、高校がうまく連携して推

進するというような仕組みがあったんですが、３．１１以降そういうことも一切なくなっ

てきてしまいました。実際にはこういうことがあったからこそエネルギー教育が重要なの

で、ひるまずにこれからもやってほしいと思っています。ちょっと今遠慮がちになってし

まっていることが残念です。 

（近藤委員長）わかりました。現在困難な状況にあるという認識はちゃんと書いて、しかし重

要だからちゃんとやるというような書き方にしましょうかね。 

（秋庭委員）はい、お願いします。 

（近藤委員長）わかりましたというか、ちょっと工夫。いろいろなご指摘をいただいて、まだ

不十分なことがわかりましたので、どうしましょうかね。今いただいたようなことだと、

ちょっと１時間でできる感じじゃないな。１日かかるな。ですから、もう１つバージョン

アップして。 

  まだ抜けていました。 

（大庭委員）人材の国際的な移転について。 

（近藤委員長）すみません。 

（大庭委員）どうしたらいいでしょうね、これ。言いたいことはわかるのですけれども。 

（近藤委員長）今特に新聞に言わせれば、人材の国際的な移転に係る知的所有権の侵害の問題

とか非常に重要な問題が指摘されているんですけれども、基本的には人材を国際的に移転

すると、国際社会に通用する人材育成でなくして人材育成とは言えないという立場で。 

（大庭委員）もちろん。 

（近藤委員長）そのことを言っているつもりなんですけれども。誤解、そういう意味で。 

（大庭委員）通用して、いざとなればそうできるという話と、国際的移転そのものを促すとい
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うのはちょっと違うような気もするのでは、ということです。もちろんどのように自分の

才覚、人材としての価値を生かすかの選択は個人の自由なので、それはもちろんそのとお

りなのですけれども。方針として掲げるときの目線の置き方として、今のままの記述はど

うかと。委員長のおっしゃることはよくわかるのですが。 

（近藤委員長）はい。それでは、ちょっとこれは表現を趣旨が正しく伝わるようにいたしまし

ょう。 

  それでは、こう読んでみますと、てにをはで、なお気になるところもないわけではないの

で、そういうことも含めて、ちょっときょういただきましたご意見を入れてバージョンア

ップをして、その上でできればこれをパブコメに付すということにしたいのですが。手順

としてもう一遍会を開いてやるか、きょういただいたご意見を入れた修正版を先生方の間

でご了解いただいた上でパブコメという手続きに入るということでいいですかね。 

（秋庭委員）はい、いいです。 

（尾本委員）そんなに本質的な変更ではないと思いますので、もう一回定例会で確認すること

もないかと思います。 

（近藤委員長）それでいいですか。 

（大庭委員）はい。 

（近藤委員長）鈴木委員の意見も賜りますけれども、鈴木委員にもこの経緯をお伝えして、そ

ういうことでということであれば、整い次第パブコメにかけるということで。 

  パブコメについて、何か事務局からありますか。そういうことで作業できますか。 

（中村参事官）はい。それで結構だと思います。 

（近藤委員長）では、そのようにさせていただきます。 

  では、この議題はこれまでといたします。ありがとうございました。 

  そういたしますと、その他議題ですが、事務局、何かありますか。 

（中村参事官）事務局からは３つご連絡をしたいと思います。１点目はお配りしてある資料第

２号でございます。第２号はご意見・ご質問コーナーに寄せられたご意見ご質問のうち、

平成２４年１０月４日～平成２４年１０月３１日までにお寄せいただいたご意見ご質問を

整理してまとめたものでございます。今回このように整理しましたので、原子力委員会の

ホームページで公開したいと思います。 

  ２つ目でございます。資料第３号としまして、第４１回定例会議、資料第４号としまして、

第４２回定例会議の議事録を添付しています。 
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  それから、３つ目でございます。１０月３０日に開催されました第４７回の原子力委員会

定例会議におきまして、福島第一原子力発電所の中長期の取組についての見解案について

ご審議いただきました。その結論としまして、安を若干修正した上でパブコメに付すとい

うことでしたので、事務局として準備を進めますということをお答えさせていただいたと

ころでございます。事務局のほうの準備が整いましたので、ご指示のとおり今日付けでパ

ブリックコメントを開始しております。時間的には若干短くて１週間ということにしてご

ざいますけれども、１１月１２日、月曜日の１７時までということにしておりますので、

この場でご紹介させていただきたいと思います。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  そのほか、先生方のほうで何か。いいですか。 

  では、きょうは次回予定を伺ってこれで終わりにしたいと思います。 

（中村参事官）次回第５０回の原子力委員会の定例会につきましては、１１月１３日、火曜日、

１０時半からで、場所はこの会議室を予定してございます。 

  なお、原子力委員会では原則毎月第１火曜日の定例会議終了後にプレス関係者の方々との

定例の懇談会を開催しております。本日が１１月の開催日としての第１火曜日に当たりま

すので、定例会議終了後に原子力委員会委員長室にてプレス懇談会を開催したいと考えて

おります。プレス関係の方におかれましてはご参加いただければ幸いでございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）それでは、これで終わります。 

  どうもありがとうございました。 

 －了－ 

 


